
 

23 日獣発第 212 号 

平成 23 年９月 28 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

社団法人 日本獣医師会 

会 長  山 根 義 久 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

平成 23 年産米から生じる米ぬかの取扱いについて 

 

平成 23 年９月 16 日付け 23 消安第 3304 号、23 食産第 400 号、23 生産第 4535

号及び 23 水推第 567 号をもって、農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、

同局畜水産安全管理課長、食料産業局食品製造卸売課長、生産局農産部農産企

画課長、同部穀物課長、同局畜産部畜産振興課長、水産庁増殖推進部栽培養殖

課長の連名で別添写しのとおり通知がありました。 

このたびの通知は、玄米を精米にする際に生じる米ぬかの譲渡・利用に当た

っては、これを用いた肥料や飼料等においてそれぞれの暫定許容値（「放射性セ

シウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」

（平成 23 年 8 月 1 日付け 23 消安第 2444 号、23 生産第 3442 号、23 林政産第

99 号、23 水推第 418 号、農林水産省消費・安全局長、生産局長、林野庁長官、

水産庁長官連名通知）記の 1 の(1)及び(2)に規定された暫定許容値をいう。）を

遵守する必要があるが、米ぬかが適切に取り扱われるよう、留意すべき事項を

取りまとめ、地方農政局及び関係団体等に対して通知したので、本会関係者へ

の周知・指導を依頼されたものです。 

貴会関係者へ周知していただきたくお知らせいたします。 

本件内容の問合せ先 

 日本獣医師会事業担当 長野 

 TEL  03－3475－1601 
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